
日進市食育推進委員会公募委員募集要項 

令和８年６月２４日決裁 

 

日進市食育推進委員会の公募の市民を募集するため、必要な事項を定める。 

 

１ 募集人数  １名 

 

２ 応募資格  次の要件をすべて満たす人 

（１）食育に関心のある、市内在住・在学・在勤の人、市内で事業を営む

人または市内で活動を行っている人で満１８歳以上（令和８年４月

１日現在）の人 

（２）日進市の附属機関等の委員を他に３つ以上兼ねていない人 

（３）平日の昼間に開催する会議に出席できる人 

（４）国、地方公共団体の議員または常勤の公務員でない人 

 

３ 任  期  令和８年１０月１日から令和１０年９月３０日まで（２年間） 

 

４ 報  酬  日額７，０００円（源泉徴収税額を含む。交通費は支給しない。） 

 

５ 所掌事項  日進市食育推進計画の推進について必要な事項を調査審議すること。 

 

６ 開催予定  年に２～３回程度（１回２時間程度） 

 

７ 募集期間  令和８年７月１日（水）から令和８年７月３１日（金）まで（必着） 

 

８ 応募方法  所定の応募用紙（様式１）に必要事項を記入し、日進市農政課に次の

方法で提出する。 

（１）窓口持参 

（２）郵送（〒470-0192（住所不要） 日進市農政課宛） 

（３）ファクス 

（４）Ｅメール（nousei@city.nisshin.lg.jp） 

 

９ 選考方法  書類審査。男女構成比、年齢等を考慮して決定する。 

 

10 選考結果  選考結果は、書面により通知する。 

 

11 そ の 他（１）応募用紙は、農政課窓口及び市ホームページで配布する。 

（２）応募により知り得た情報は、本委員会委員の選考のみに使用し、公

表等は行わない。ただし、委員に選任された人の氏名は公表する。 

（３）提出された応募用紙は返却しない。 


